
役員選出調整委員会運営要綱

〔目的〕 

１．本要綱は自治会規約第 13条に基づき、役員選出調整委員会（以下委員会と呼ぶ）

の運営を公正かつ円滑に行なうための基本的事項を定めることを目的とする。

〔委員会の構成〕

２．(1) 委員会は役員の互選により選出された５名の委員で構成される。

(2) その選出方法は現役員中三役４名を除いた役員から５名を選出する。

３．委員の互選により、委員会に、委員長１名、副委員長１名、幹事１名を置く。

４．委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

５．副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障ある時はその職務を代行する。

６．幹事は委員会の開催、役員会との連携、その他委員会事務局としての業務を行な

う。

〔委員会の業務〕 

７．委員会は次期役員選出にあたり、次の事を、全自治会員に通知しなければならな

い。

(1) 役職名・定員 (2〉受付期間　(3) 希望役職への届出方法

(4) 調整会議までの日程、その他

〔届出の受付〕

８．全自治会員で役員を希望される方は、所定の様式「希望役職への届出」用紙に希

望を記載し、委員会に提出する。

〔街区毎の届出〕 

９．適切な方法（例：互選・輪番制等）により、１７の街区から各１名ずつ、街区の

世係として街区担当員を選出していただく。

     街区担当員は、役員として参加できる場合に、希望役職を届け出るものとする。

     ここで１７街区とは、別紙の地図で区分された街区をさす。

〔調整会議〕

１０．(1) 希望者が各定員に対し過不足がある場合は、調整会議を開催する。 

(2) 委員会は、希望役職への割り振りに関して調整を行なう。 

(3）希望者が定員以内の役職については、仮決定とする。

(4）定員に過不足のある役職については、適切な方法（例：話し合い、抽選

等）で 調整を行ない、役職への割り振りを行なう。

(5）役職に関しては兼務可能とするが、会長、副会長、会計、及び会計監査の

間においては兼務不可とする。

〔調整結果の報告〕

１１．委員会は調整会議の結果を、自治会だより等で、全会員に報告するものとする。
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〔総会の承認〕 

１２．通常総会で、委員会委員は新役員選出の経過を報告し、総会の承認を得るもの

とする。

〔委員会の解散〕

１３．通常総会終了後、委員会は解散する。

〔付則〕

１４，この要綱の施行に関して必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

注１．平成11年 4月 4日の通常総会にて決定、平成11年 4月 4日より施行する。

注2　2023年 12月 25日　８，９，１０項　改定
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街区区分

1組
2組

3組

4組

5組 6組

7組
8組

9組

10組

11組

12組

13組

14組

15組

16組

17組
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